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「「「「三条市三条市三条市三条市
さんじょうし

」」」」のののの合併経過合併経過合併経過合併経過 

 

三条市三条市三条市三条市のののの概要概要概要概要    
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合 併 期 日 平成17年５月１日 

合 併 方 式 新設合併 

合併関係市町村 三条市、栄町、下田村 

初 代 市 長 高橋 一夫 

人     口 107,662人（平成12年国勢調査人口） 

主な合併協定事項 

○ 新市の事務所位置：三条市役所とする。また、他の町村役場にサービスセン

ターを置く。 

○ 議会の議員特例：旧合併特例法第７条第１項に基づく在任特例を適用し、合

併日から平成18年４月30日まで在任する。 

○ 農業委員会の委員の特例：新市に一つの農業委員会を設置し、選挙による委

員は旧合併特例法第８条第１項を適用し、平成18年４月30日まで在任する。

選挙は旧３市町村を単位とする３選挙区により実施する。 

○ 地域自治組織等：平成27年３月31日まで合併前の３市町村の区域ごとに地域

審議会を置く。 
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人口 面積 職員数 議員定数

（人） （K㎡） （人） （人） 歳出
財政力
指　 数

経常収
支比率

第１次 第２次 第３次

84,447 75.79 668 26 36,252,620 0.717 91.4 3.9% 39.2% 56.6%

11,430 311.00 169 18 6,034,399 0.293 87.7 9.0% 45.9% 45.1%

11,785 45.22 134 18 4,361,423 0.611 90.4 8.4% 43.9% 47.6%

※ 人口、面積、産業比率：平成12年国勢調査数値、職員数：平成17年４月１日現在、議員数：平成16
年12月31日現在

市町村名

H16普通会計決算（千円） 産業比率

下田村

三条市

栄町

 

 

合併合併合併合併にににに至至至至るるるる経過経過経過経過    

 

１１１１    合併合併合併合併のののの背景背景背景背景    

    

平成９年８月   三条・燕両ＪＣが行政に先行して合併し、平成10年１月に社団法人

を設立 

  平成12年11月22日 燕三条ＪＣが主体となって、住民発議により、三条市、燕市長に対

し両市による合併協議会設置を請求 

 平成13年１月18日 三条市、燕市の両市議会において合併協議会設置議案が審議され、

三条市は可決したものの燕市は否決となり、協議会設置には至らず。 

     ２月13日 県は「新潟県市町村合併促進要綱（以下「要綱」という。）」のな

かで、三条市、加茂市、燕市、吉田町、田上町、下田村、栄町の３

市３町１村を「特例市移行型」の合併パターンとして提示 

４月23日 三条・燕広域圏、長岡広域圏、柏崎広域圏内28市町村を対象に「地

域別知事・市町村長会議」を開催。県知事と市町村長が合併問題に

ついて意見交換を行う。 

５月14日 県央東部７市町村長に対して要綱の説明会を開催。加茂市長は、合

併しない旨を表明 

    

    

２２２２    任意合併協議会任意合併協議会任意合併協議会任意合併協議会のののの発足発足発足発足とととと合併合併合併合併のののの枠組枠組枠組枠組にににに向向向向けたけたけたけた調整調整調整調整    

    

平成14年４月１日 三条市、燕市、田上町、栄町、下田村の５市町村で任意合併協議会

「県央東部合併研究会（以下「研究会」という。）」を設置 

【任意合併協議会の概要】 

 構成団体：三条市、燕市、田上町、栄町、下田村 

 委員構成：市町村長、助役、議会議長、議会特別委員長、議

員、住民代表、学識経験者、県関係課職員 

 協議回数：９回 

８月26日 第５回研究会で、新市将来都市構想及び住民に身近な44事務事業等

に係る制度調整方針などを作成 
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10月   各市町村は、研究会の成果を基に住民説明会をスタート 

12月２日 第６回研究会で、「県央東部地域の合併に対する住民意識調査」の

結果を公表。法定合併協議会への移行を含め合併協議を進めること

について約80%の賛成が得られたことを報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成15年２月９日  燕市は１月に18歳以上の市民を対象に実施した住民意向調査の結

果を市議会全員協議会に報告。法定合併協議会へ移行する考えに対

し、反対意見や慎重な態度を求める意見があった。 

【燕市民意向調査の結果】 

  ○対象者：18 歳以上の市民（36,186 人） 

  ○回収率：87.3% 

  ○結果 

     合併の是非 

        ①賛成               31.7%     

    ②反対（燕市単独）   43.7%     

        ③協議は進めるべき   18.9%            

２月12日  三条、燕商工会議所は、12日までに三条市及び燕市に対し「県央東

部地域の合併について」と題する要望書を提出し、合併推進を求め

た。 

３月23日 第７回研究会を開催し、同年６月までを目途とした研究会の継続を

確認。６月まで各市町村の連絡調整や広報活動を行うこととした。 

     ５月１日 研究会構成５市町村は、首長会議を開き、各市町村の６月定例会か

臨時議会に法定合併協議会設置議案を提案する方針を確認 

６月24日 燕市長は、話し合いの場への参加を一時休止する旨を関係市町村に

伝え、６月26日には、燕市議会に表明。燕市長は市議会で、旧合併

特例法の限られた制約の中で、法定合併協議会設置を引き延ばすこ

とは他の市町村に多大な影響と迷惑をかけると休止理由を説明 

６月29日 第９回研究会において翌日限りで研究会を解散することを確認 

     ７月７日 三条市、下田村、栄町、田上町の市町村長が会合し、４市町村の法

定合併協議会設置に向け今後調整する方向性を確認 

      ９月１日 三条市、下田村、栄町、田上町は「三条・田上・栄・下田合併協議

会設立準備会（以下「準備会」という。）」を設置。同年11月１日の

法定合併協議会設置に向け、行政制度調整、建設計画作成の下準備

【研究会の住民意識調査結果】 

 ○対象者：無作為抽出した満15歳以上の５市町村の住民１万人 

 ○回収率：44％ 

○結 果（％）※無回答を除く 

 全体 三条 燕 田上 栄 下田 

合併を目指し 

て協議推進 
22.1 31.1 17.0 14.2 20.2 12.6 

より具体的な 

情報提供のた 

め協議推進 
58.1 54.8 57.2 61.8 62.6 62.6 

合併反対なの 

で協議終了 
12.4 7.4 18.9 16.0 8.4 15.9 

 



- 160 -  

等を開始 

10月10日 第４回準備会を開催し、「新市将来都市構想」を最終決定。構想は

県央東部合併研究会での協議内容を基本に、76項目の行政制度調整

の内容や「合併した場合、しない場合の財政見通し」など提示。以

降、各市町村は構想を基に住民説明会を開催した。 

11月27日 田上町長は町議会臨時議会で、住民意向調査の結果、県央東部４市

町村合併に反対が６割を超えたことを踏まえ、４市町村の合併協議

から離脱する意向を表明 

 【田上町の住民意向調査結果】 

○ 対象者 18歳以上の全住民11,268人 

 ○ 回収率 72.1％（8,119人） 

  ○ 結 果 

 賛成：23.3％ 

    反対：61.0％ 

    よくわからない ：15.2％ 

          11月28日 準備会を開催し11月30日付けの田上町の脱退を承認。会議後、３市

町村長が会合し、規約改正により３市町村で協議を継続する方針を

確認 

     12月９日 ３市町村長が会合し、平成16年１月の法定合併協議会設置に向け調

整を進める方針を確認 

 

 

３３３３    法定合併協議会法定合併協議会法定合併協議会法定合併協議会のののの発足発足発足発足からからからから合併合併合併合併のののの実現実現実現実現へへへへ    

 

平成16年１月26日 三条市、栄町、下田村は、法定合併協議会「三条・栄・下田合併協

議会（以下「法定協議会」という。）」を設置 

【法定合併協議会の概要】 

 構成団体：三条市、栄町、下田村 

 委員構成：市町村長、助役、議会議長、議会特別委員長、議

員、住民代表、県関係課職員 

 活動内容：合併に関する協議、新市建設計画の作成、関係市

町村の合併に必要な調査研究等 

 下部機関：行財政小委員会、産業・建設小委員会、福祉・保

健、環境小委員会、教育小委員会、合併方式等検

討特別小委員会、組織体制等検討特別小委員会、

特別職の身分等検討特別小委員会 

 協議回数：14回 

１月30日 県は、法定協議会構成市町村を合併重点支援地域に指定 

２月６日 第１回法定協議会を開催し、各種行政制度の調整を開始 

２月28日 第２回法定協議会で、約150項目にわたる行政制度調整を各小委員

会に付託。付託を受けて各小委員会が調整案を審議し、協議会で最

終決定する方式で４月末までに調整を終えることとした。 

４月24日 第６回法定協議会で以下の基本項目を確認。以降、新市建設計画
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（案）の検討を開始 

・ 合併の方式：新設合併とする。 

・ 合併の期日：平成17年３月31日を目標とする。ただし、旧合併

特例法の期限の延長があった場合は再検討する。 

・ 新市の事務所位置：三条市旭町２丁目３番１号とする。 

５月18日 第７回法定協議会で、合併方式等検討特別小委員会長から公募を基

にした新市名称に係る審議状況の報告があり、名称を「三条市」と

することを決定 

【新市の名称を「三条市」とした経過】 

平成16年５月10日まで三条市、栄町、下田村在住者を対象に

新市の名称募集（既存の市町村名を含め地域にふさわしい名称

を公募）を行った結果、1,730件221種類にわたる名称が寄せら

れた。最も多かったのは「三条市」（68.8%）で、その提案理由

は知名度を挙げるものが多かった。 

◆応募件数が多かった上位５位 

 ①三条市（68.8%） ②県央市（3.5%） ③新三条市(1.8%) 

④中越市（1.7%） ⑤さんじょう市（1.3%） 

法定協議会の下部機関である合併方式等検討特別小委員会で

は、この公募結果を基に新市の名称を審議し、最終的に「三条

市」が最もふさわしい旨の結論に至り、第７回法定協議会で審

議の結果、「三条市」に決定した。 

６月12日 第８回法定協議会で、合併後の議員の取扱いを協議。特別職の身分

等検討特別小委員会から、議員定数については期間１年の在任特例

を採用し、期間経過後の議員定数については法定の34とすることと

した旨の報告がなされた。 

６月19日 第９回法定協議会で、合併期日を協議。合併期日については、当初

平成17年３月31日を目標とすると決定されていたが、旧合併特例法

の期限延長を受けて再度検討し「平成17年５月１日」に変更した。

また特別職の身分等検討特別小委員会から「議会の議員の報酬」に

ついては現行の各市町村の議員報酬を採用することで調整した旨が

報告され、報告どおり決定。そのほか「新市建設計画」案も承認さ

れ、後日行う住民アンケートなどの意見を反映することとした。 

◆ 新市建設計画の概要 

【将 来 像】 

   躍進、産業・交流都市 

豊かな自然に恵まれた 伝統文化の息づく ものづくりのまち 

 ～環境と調和する次世代産業創出への胎動～ 

【基本理念】 

① 一人ひとりの笑顔が輝く個性あふれるまち 

② 豊かな自然と人が共生するまち 

③ 地域を支える活力を創造するまち 

【計画期間】 

   平成17年度～26年度（10年間） 

【主要事業】 
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○ 県事業    

・国道289号整備事業 ・五十嵐川河川改修事業 など 

○ 市事業   

・ごみ焼却処理施設建設事業 

・し尿処理施設建設事業 

・防災無線システム整備事業 など 

７月13日 中・下越を襲った7.13新潟豪雨災害（7.13水害）による三条市の五

十嵐川決壊は、７千棟以上の床上床下浸水を出し、死者は９人に上

った。これにより住民説明会などの日程は変更を余儀なくされた。 

10月   新市建設計画概要版（計画編・制度編）の配布や住民説明会などで

合併後のまちづくりに対する情報提供を行った後、法定協議会で新

市建設計画についての住民意見を集約するため、15歳以上の住民

10,000人を対象とした郵送によるアンケートを実施 

10月26日 第11回法定協議会で、すでに承認済みの新市建設計画及び行政制度

調整に、7.13水害を契機とした必要な追加・修正について提案し了

承。これにより協議事項の調整を完了 

11月４日 合併協定調印式を挙行 

11月12日 各市町村議会で廃置分合議案を可決し、同月15日に知事へ合併申請

書を提出 

12月22日 県議会は廃置分合議案を可決 

12月27日 廃置分合に係る知事決定の上、総務大臣に届出 

平成17年１月24日 廃置分合に係る総務大臣告示（平成17年総務省告示第103号） 

４月30日 法定協議会を廃止 

５月１日 合併施行 

６月５日 市長選挙が行われ、高橋一夫氏が当選し、初代三条市長となる。 

 


